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1　は　じ　め　に
わが国が 1957年に狂犬病の撲
滅に成功した背景には，飼育犬へ
の予防注射，放浪犬の捕獲，輸入
動物検疫など，狂犬病予防法に基
づくさまざまな対策の徹底があっ
た．国内の狂犬病の制圧に多大に
貢献した本法は，大きな改正を受

けることなく継続し，現在もわが国の狂犬病予防対策の
根拠となっている．2024年 2月，狂犬病ワクチン未接
種の犬が小学生らに咬傷事故を起こしたことが契機とな
り，飼育犬の予防注射率が約 7割まで低下しているとい
う事実が盛んに報道された．このような状況は，獣医師
だけでなく一般市民の間にも，狂犬病の国内侵入・定着
リスクに対する大きな懸念や不安をもたらした．一方，
ここ十数年の間に，流行国におけるさまざまな疫学研
究を通じて，自然界における狂犬病の伝播の実態に関す
る理解が飛躍的に進んだ．最近では，本病の国内侵入リ
スク及び定着リスクのそれぞれを，初めて定量的に評価
した疫学研究も実施されている．すなわち，わが国の狂
犬病予防対策を科学的に検証することが可能な時代に突
入したといえるだろう．
本稿では，狂犬病という感染症を概説したうえで，わ
が国の狂犬病予防対策の現状及びその検証結果について
解説する．さらに，わが国の狂犬病対策における今後の
課題について考えていきたい．

2　狂 犬 病 と は
狂犬病は，代表的な人獣共通感染症であり，長く不定
な潜伏期，重篤な神経症状，約 100％の高い症例致死率
などを特徴とするウイルス性中枢神経系感染症として知
られている．有効な治療法は，現在も確立されていない．
本病の病原体として複数のリッサウイルス（モノネガウ
イルス目ラブドウイルス科）が同定されているが，公衆
衛生上，最も重要となるのが狂犬病ウイルス（学名：

Lyssavirus rabies）である．本ウイルスを原因とする狂
犬病は，日本やイギリス，オーストラリア，ニュージー
ランドなどの一部の清浄国を除く世界各国に分布し，ア
ジアやアフリカの発展途上国を中心として毎年 5.9万人
の犠牲者をもたらしている［1］．
狂犬病の伝播は，感染動物の唾液中に分泌されたウイ
ルスが咬傷を介して体内に侵入することで成立する．体
内に侵入したウイルスは，末梢神経に感染した後，脊髄
や脳に感染を拡大し，結果として重篤な神経症状（興奮，
痙攣，麻痺など）を引き起こす［2］．犬などの動物では，
多くの場合，神経症状の一部として攻撃性亢進が認めら
れ，結果として，この症状により咬傷を介したウイルス
伝播が促進される［3］．発症した動物や人は，全身性麻
痺，昏睡を経て，最終的に心肺機能不全や多臓器不全に
より死に至る．
狂犬病ウイルスは，非常に広い宿主域を持ち，ほぼす
べての哺乳動物種に感染する．一方で，本ウイルスの感
染環の形成に寄与する，いわゆるレゼルボアとなる動物
種は，原則として，食肉目及び翼手目の各種動物に限定
される．具体的には，発展途上国では犬が，先進国では
キツネ，アライグマ，スカンク，タヌキ，マングース，
各種コウモリなどが狂犬病のレゼルボアとなることが知
られている．これらの動物種のうち，人への感染源とし
て最も重要なのは犬であり，狂犬病犠牲者の，実に
95％以上が犬の咬傷を介して感染していると考えられ
ている［4］．このような現状から，犬への予防注射は，
流行国における狂犬病対策において中心的な役割を担っ
ている．

3　わが国の狂犬病予防対策の法的基盤
狂犬病に関連したわが国の法律として，感染症法，家
畜伝染病予防法及び狂犬病予防法が挙げられる．感染症
法及び家畜伝染病予防法は，本病をそれぞれ四類感染症
及び家畜伝染病（法定伝染病）に指定しており，人及び
家畜（牛，水牛，鹿，馬，めん羊，山羊，豚，イノシシ）
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に発生が認められた場合の届出・対応を中心に規定して
いる．一方，狂犬病予防法は，原則として犬，猫，アラ
イグマ，キツネ及びスカンク（犬等）を対象とし，発生
時の届出・対応に加え，平時対応（犬の登録，犬の予防
注射，未登録犬・未注射犬の抑留，犬等の輸出入検疫な
ど）についても規定している．つまり，狂犬病の発生が
確認されていない現在，国内で実施されている狂犬病予
防対策は，基本的に本法を根拠として実施されている．

4　犬猫の輸入検疫の現状及び科学的検証
犬等の輸出入検疫は，狂犬病予防法の関連法規である

「犬等の輸出入検疫規則」に基づき実施され，農水省動
物検疫所が実際の業務を担当する．狂犬病流行地域から
犬猫を輸入する場合，①マイクロチップ埋め込みによる
個体識別，② 2回以上の予防注射の実施，③狂犬病ウイ
ルス中和抗体（0.5 IU/ml 以上）の確認，④抗体検査の
ための採血から 180日間以上の帰国待機，⑤臨床検査
で狂犬病の疑いがないこと，という条件を満たすことに
加え，輸出国政府機関が発行する証明書を含む各種書類
の提出が義務づけられている．一方，農林水産大臣が指
定する地域（狂犬病清浄地域：現在，アイスランド，ハ
ワイ，グアム，フィジー諸島，オーストラリア，ニュー
ジーランドの 6地域）からの輸出については，上記①及
び⑤に加え，出生以来または 180日間以上，あるいは
日本から輸入されて以来，指定地域のみで飼育されてい

ること等が条件となる．
最近，このような犬猫の検疫体制を科学的に検証する
目的で，犬猫の輸入を介した日本国内への狂犬病の侵入
リスクを定量的に評価する研究が初めて実施された
［5］．以前，イギリスへの狂犬病侵入リスクの評価［6］を
行ったイギリス動植物衛生庁の E. L. Snar y博士も本研
究に参画しており，この先行研究に準拠した評価方法が
本研究でも使用された．その結果，現在の検疫体制が正
常に機能すれば，犬猫の輸入を介した狂犬病の侵入確率
は 49,444年に 1回（90％信頼区間：19,171～94,641年
に 1回）ときわめて低いことが示された．この確率は，
予防注射後の抗体検査を実施せず，21日間の帰国待機
に基づく検疫を実施する現在のイギリスへの侵入確率
（211年に 1回）［6］と比較しても際立って低い．ただし，
日本への侵入リスクは，証明書偽造や密輸などの違法行
為があった場合，顕著に上昇する．具体的には，輸入全
体の 1％に違法行為があると想定した条件では，侵入リ
スクは約12倍（本稿著者による補足：約4,120年に1回）
に増加する．しかし，仮にこの想定が現実になったとし
ても，侵入リスクは十分に低いと考えられる．以上の知
見より，現在の日本における犬猫の輸入検疫は，非常に
強固に機能し，狂犬病の国内侵入の阻止に大きく貢献し
ていることが初めて明らかとなった．

図　犬の狂犬病予防注射率の推移（全国平均）
厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/ 

02.html）：犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移（平成 2年度～令和 6年度）のデータに基
づき算出・作成
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5　犬の予防注射の現状及びその効果の科学的検証
狂犬病予防法は，生後 91日以上の犬に対し年 1回の

狂犬病予防注射を義務づけている．しかし，前述のよう
に，国内の登録犬における予防注射率は，近年，著しく
低下している．同注射率は，1990年代前半においてほ
ぼ 100％であったのに対し，1996年から徐々に減少し
2024年度には 70.8％となっている（図）．なお，ペッ
トフード協会が推定した 2024年度の国内の犬の飼育頭
数は 6,796,000頭であり［7］，同年度の登録犬の頭数
（6,048,725頭）［8］より約 75万頭も多いことを考慮す
ると，実際の予防注射率は 63％程度まで低下している
可能性も否定はできない．この数字は，世界保健機関
（WHO）が推奨する犬の予防注射率である 70％［4］を
大きく下回る．ただし，この 70％という数値目標は，
流行地域において犬の狂犬病を制圧する目的で設定され
たものであり，清浄性の維持に必要な予防注射率に国際
的な基準は存在しない．むしろ，イギリス，オーストラ
リア，ハワイなど，多くの狂犬病清浄地域では，犬に対
する義務的な狂犬病予防注射は実施されていない［9］．
最近，国内の犬における狂犬病の拡散リスクを，数理
モデルを用いて科学的に評価する研究が初めて実施され
た［10］．なお，本研究には，当該分野の世界的権威で
あるグラスゴー大学（イギリス）の K. Hampson博士
も参画している．本研究では，人口から推定される犬の
飼育頭数，市町村単位の犬の予防注射率，犬の屋外滞在
時間などの情報に基づき，コンピュータ上で北海道及び
茨城県（2013年度の予防注射率［道県全体］：それぞれ
56.3％及び 51.8％）の状況をできるだけ精密に再現し
たうえで，初発の感染犬を地図上でランダムに合計
1,000回発生させた場合の各回の流行規模を予測した．
その結果，北海道及び茨城県の犬における流行規模は，
平均でそれぞれ 3.1頭（範囲：1～27頭，95％信頼区
間：1～14頭）及び 4.7頭（範囲：1～106頭，95％信
頼区間：1～37頭）であることが予想された．すなわち，
現在のような低い予防注射率であっても，国内の犬に狂
犬病が定着するリスクは低いことが強く示唆された．一
方，犬の予防注射を廃止した条件で予測した場合，北海
道及び茨城県における犬の流行規模は平均でそれぞれ
22.8頭（範囲：1～225頭，95％信頼区間：1～142頭）
及び 21.7頭（範囲：1～152頭，95％信頼区間：1～
110頭）まで増加した．これらの知見により，現在の日
本の状況下でも，犬への予防注射によって狂犬病の流行
規模を抑制できることが強く示唆された．ただし，本論
文の著者らは，義務的な予防注射の継続に伴って発生し
た累積費用，低い国内侵入リスク［5］（前述）を考える
と，予防注射による犬対策の費用対効果について慎重に
検討する必要があると述べている．なお，わが国で実施
されている犬の予防注射政策は，狂犬病発生時の経済的

な負荷を抑制するという目的において非常に非効率であ
ることを指摘する，別の疫学研究［11］が存在するこ
とを付け加えたい．

6　国内における狂犬病予防対策の課題
前述のように，最近の疫学研究により，狂犬病の国内
侵入・定着リスクの両者がきわめて低いことが初めて定
量的に示された．これらの知見は，わが国の狂犬病予防対
策が強固に機能していることを示している．しかし，著
者は，同対策にさまざまな課題が存在すると考えている．

（1）狂犬病検査体制における課題
2013年にある厚生労働科学研究班が策定した「狂犬
病対応ガイドライン 2013」［12］には，狂犬病が疑われ
る動物を対象としたウイルス検査（確定診断）を実施す
るのは，原則として各自治体であることが記載されてい
る．しかし，著者が知る限り，同ガイドラインが発行さ
れて 12年経過した現在も，独自で検査を実施できない
自治体は確実に存在する．また，検査体制が整備できて
いない自治体がどの程度存在するのかについては，その
実態が正確には把握されていないようである．このよう
な状況では，狂犬病に罹患した動物が出現した場合，そ
の確定診断までにかなりの時間を要し，結果としてさま
ざまな流行対策の初動が遅れてしまう懸念がある．注目
したいのは，狂犬病を含む感染症診断体制の強化を目的
として，7地方衛生研究所（山形県，東京都，愛知県，
京都府，広島県，徳島県，長崎県）を核とした各自治体
の連携が進んでいることである．今後，狂犬病発生を想
定した机上訓練などを通じて，これらの連携が適正に機
能することを確認する必要があるだろう．各自治体の有
機的な連携を通じて，国内の動物の狂犬病検査体制がよ
り強固なものになることを期待したい．

（2）野生動物を対象とした狂犬病監視体制に関する課題
1961年に狂犬病の撲滅に成功していた台湾では，

2013年に野生のイタチアナグマに狂犬病ウイルスが流
行していることが確認された．その後の研究により，撲
滅が宣言された 1961年以降も，台湾の野生動物の間で
狂犬病ウイルスが潜在的に循環していたことが強く示唆
されている［13］．このような台湾の状況が明らかにな
るにつれ，日本国内の野生動物にも狂犬病が潜在する可
能性を懸念する声が聞かれるようになった．2014年，
厚生労働省は各自治体に向けて「国内動物を対象とした
狂犬病検査の実施について（協力依頼）」［14］を発出し，
犬に加え，野生動物を対象とした狂犬病検査・調査を実
施するよう要請した．しかし，この協力依頼から 10年
以上が経過した現在も，野生動物を対象とした狂犬病検
査・調査を実施する自治体は，一部の例外を除き，ほぼ
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存在しない．著者は，2023年に児童に咬傷事故を起こ
した衰弱したアブラコウモリを，ある自治体が検査しな
かった事例を把握している．なお，咬傷事故を起こした
野生動物は，上記の協力依頼において「A群（公衆衛生
の見地から確実に検査を実施する動物）」に分類され，
コウモリは，検査の優先度が高い「第三優先種」に該当
していたことを強調したい．最近，台湾のアブラコウモ
リには新種のリッサウイルスが複数確認されている［15, 

16］．現時点において，人に対する病原性は不明なもの
の，類似のリッサウイルスが日本のアブラコウモリにも
存在し，人に感染する可能性は決してゼロではない．著
者も，咬傷事故を起こした野生動物に対して確実に狂犬
病検査を実施するように各自治体に強く要請したい．
現在の日本では，さまざまな人獣共通感染症，例えば，
重症熱性血小板減少症候群，高病原性鳥インフルエン
ザ，日本紅斑熱，E型肝炎，エキノコックス症などの病
原体が各種の野生動物に感染していることが確認されて
いる．ワンヘルスの概念に基づき，これらの病原体の，
野生動物における流行状況を監視する体制を整備・強化
するべきだとする意見もよく聞かれるようになった．近
い将来，狂犬病も含めた形で，野生動物における感染症
の監視体制が確立されることを期待したい．

（3）流行封じ込め用狂犬病ワクチンの確保に関する課題
前述の「狂犬病ガイドライン 2013」［12］には，『狂

犬病が発生した場合には，狂犬病ワクチンの需要が高ま
ることが想定されることから，接種が必要な犬に対し
て，優先接種を円滑に実施できるように獣医師会等に依
頼する．』という記述が存在する．しかし，獣医師会等
への依頼により，具体的にどれほどの用量のワクチンが
確保できるのかについては，著者が知る限り，これまで
具体的な検討は行われていない．現状で入手可能なワク
チン用量の概数を把握したうえで，不足が発生した場合
にどのようにワクチンを確保するのか，具体的に検討を
進めるべきではないだろうか．近隣の自治体，獣医師会
との連携や，ワクチンメーカーへの協力依頼を通じて，
不足分のワクチンを確保するための道筋を立てておくこ
とが望ましいと著者は考えている．
さらに，野生動物に狂犬病が確認された際に使用する
流行封じ込め用ワクチンの確保についても課題が存在す
る．現在，欧州や北米などの流行地域では，野生動物に
おける感染環を遮断するため，経口狂犬病生ワクチンの
野外散布が実施されている．日本の野生動物に狂犬病が
発生した場合，これらの経口生ワクチンの輸入及び野外
散布が検討される可能性が高い一方で，具体的な準備は
全く進んでいない．例えば，海外で実用化されている複
数の経口狂犬病生ワクチンのうち，動物用医薬品として
日本で承認されているものは，現時点において一つも存

在しない．また，これらの生ワクチン株の一部は，カル
タヘナ法上の「遺伝子組換え生物」に該当するため，こ
れらを野外散布するためには，前もって，遺伝子組換え
生物の「第一種使用」の申請をし，主務大臣（この場合，
環境相及び農水相）の承認を得なければならない．さら
に，海外で実用化された経口生ワクチンの中には，感染
症法上の特定病原体（三種病原体）に該当する狂犬病ウ
イルス弱毒株を利用したものが数多く存在する．厳重な
管理が求められる特定病原体を野外に散布することは，
現在の法規制の中では不可能と考えられる．このよう
に，日本において野生動物用経口生ワクチンを実用化す
るには，さまざまな法的な障壁を乗り越える必要があ
る．これらの手続きには相当な時間を要するため，仮に
日本の野生動物に狂犬病が発生したとしても，直ちに経
口生ワクチンを野外散布することは現実的に不可能であ
る．したがって，著者は，狂犬病発生時に迅速に対応で
きるように，野生動物用経口生ワクチンの実用化に向け
た準備を，さまざまな角度から進めておくことが重要だ
と考えている．具体的には，レゼルボアとなる可能性の
高い野生動物種のそれぞれに対して，どの種類の経口生
ワクチンを使用するのかについて，海外の使用実績や流
通状況，ワクチンの安全性や免疫効果などを考慮しなが
ら検討を進め，そのうえで，必要な法的手続きを進めて
いく必要があるのではないか．最近，さまざまな野生動
物が都市近郊にも出没し，それに関連する被害が社会問
題化している現状を考えると，野生動物用経口生ワクチ
ンの検討の重要性は，以前より高まっていると言えるだ
ろう．

7　ま　　と　　め
わが国は，1957年に狂犬病を撲滅した後も，狂犬病
予防法に基づき，国際的に見ても厳格な予防対策を継続
してきた．前述のとおり，最近の疫学研究により，現在
の動物検疫体制では犬猫の輸入を介した狂犬病の国内侵
入リスクがきわめて低いことに加え，国内の犬で感染が
拡大・定着するリスクも低いことが明らかになってい
る．今後，科学的な検証と知見の蓄積を継続する必要が
あるものの，狂犬病予防対策のあり方について，将来的
な法改正を視野に入れた議論を始める段階に入ったと著
者は考えている．議論が始まった場合，犬への予防注射
義務を廃止するべきかについて検討される可能性はきわ
めて高い．この点については，現在，専門家の間でもさ
まざまな意見が存在している．今後，科学的知見に基づ
く活発な議論が行われることを期待したい．
一方で，わが国の狂犬病予防対策の将来像に関する議
論が，犬の予防注射義務の是非に偏ってはならない．日
本の狂犬病予防体制を一つのシステムとして捉えたうえ
で議論を進めるべきであろう．すなわち，狂犬病の国内
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侵入を確実に阻止し，万が一，国内の動物に本病が発生
した場合でも，それを迅速に検知し封じ込められる，効
果的で効率的なシステムとは何かを議論するべきだと著
者は考えている．効果的で効率的な狂犬病予防システム
がわが国に速やかに構築されることを期待したい．

追　記：
法改正により，これまで 4～6月の期間に実施されて

きた，狂犬病予防法に基づく犬の予防注射が通年で実施
できるようになる（公布予定日：令和 8年 4月 1日，施
行予定日：令和 9年 4月 1日）［17］．規制緩和を狙っ
たこの法改正により，予防注射に関連した市町村や獣医
療の現場，犬の所有者の行動にどのような影響が出るの
かを予想することは，現時点では難しい．施行後に，実
際にどのような影響が出るのかを，予防注射率の変化も
含めて注視していきたい．
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